Ｒ８いきいき福祉バス制度の概要について
[bookmark: _Hlk160551711]地域内の交流促進や団体の育成を目的に実施する事業に借上バスを利用した場合に借上料の一部を助成します。
補助対象者


（１）金沢市社会福祉協議会
（２）地区社会福祉協議会
（３）金沢市民生委員児童委員協議会
（４）地区民生委員児童委員協議会
（５）金沢市老人連合会
（６）金沢市老人連合会加入老人クラブ
（７）校下（地区）町会連合会　　※R8より表記を変更しました
（８）その他市長が地域福祉活動の実績があると認める団体（特認団体）
[bookmark: _Hlk160551774][bookmark: _Hlk160551571]　　※（８）の団体は、原則として、地区社会福祉協議会、地区民生委員児童委員協議会又は金沢市地域包括支援センターが活動内容を把握しており、今後の日常の生活支援や見守りに関して、情報の提供や協力を見込めることが要件
対象事業


　
利用できる団体が次に掲げる事業を実施する場合に利用できます。
（1） 教養を高め、知識を深める事業
（2） 健康保持を図り、生きがいを高める事業
（3） 地域の絆を深め、仲間意識を高揚する事業

　　利用できない事業は下記の事業です。
（１）温泉等での慰安遊興を目的とする場合
（２）営利又は政治活動を目的とすると認められる場合
（３）特認団体がその構成員のみで事業を実施する場合
（４）参加人員が15名に満たない場合※
　　　※バスの規格にかかわらず15名/１台で実施可能になりました。
利用の条件



· １団体年２回まで利用可能です。
· １回あたりの台数制限はありません。
· 運行距離や利用時間の制限もありません。


補助対象経費



· バスの借上に必要な経費（バス代、バスガイド代、添乗員派遣費等）が補助対象となります。
· 有料自動車道の通行料金、駐車料金は含みません。
補助の額（バス１台あたり）



· 補助金として、７０，０００円を上限に交付します（１，０００円未満切り捨て）。
· 利用の際には、基本自己負担額として５，０００円の負担が必要となります。

· 本制度以外の割引（国や他自治体の補助金等）が適用されている場合には、総事業費に占める補助対象額の割合に応じて割引額を按分の上、補助金額を計算します。
【計算例】
（１）いきいき福祉バス補助金計算方法
	借上料が４５，０００円以下の場合
	借上料が４５，０００円を超える場合

	
借上料　－　５，０００円


	
基本補助額　　４０，０００円・・・①
加算補助額　　４５，０００円を超える額の１／２・・・②
※①＋②の上限は７０，０００円



　　　（２）本制度以外の割引が適用され、合計額に対して割引されている場合
※石川県実施の「今行ける能登」キャンペーンも下記計算が適用される場合があります。
1 合計額（割引額）に占める補助対象額の割合を計算

⇒ 0.48（★）※小数点第3位を四捨五入
2 割引額のうち、①で算出した割合に対応する金額を計算
47,541（□）×0.48（★） = 22,819.6 
⇒　22,820 （■）※小数点以下四捨五入
＊割引額47,541円のうち、補助対象額の部分からは22,820円割引されたものとみなす
3 割引後の補助対象額を計算
132,900（◎）－22,820（■） = 110,080（◇）
4 「（１）いきいき福祉バス補助金計算方法」の計算式の「借上料」に割引後の補助対象額（◇）を当てはめて補助金額を計算
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【以下の内訳の場合（例）】
補助対象額 \132,900（◎）

20

	品目
	金額

	大型バス
	116,400

	バスガイド
	16,500

	高速料金
	12,200

	昼食
	130,800

	合計額（割引前）
	275,900（△）

	割引
	-47,541（□）

	合計額（割引後）
	228,359


利用の方法



（①　いきいき福祉バス団体登録を行う。）
· 福祉政策課まで提出してください。
· 先に団体登録のみ行うことも可能です。
· 提出期限は、事業実施1か月前までです。
· なお、補助対象者（１）～（７）の団体は、①の省略が可能です。

（提出書類）
・いきいき福祉バス団体登録申請書（様式第１号）
必要事項を記入し、地区社協・地区民児協・地域包括支援センター等の確認を受ける
・団体規約
・構成員（役員）名簿
・団体の活動内容がわかる書類（前年度の活動報告又は今年度の活動予定等）


2 　各利用団体で、バス事業者等に対して、利用日の予約等を行う。
· バス事業者の指定はありません。各団体でお選びください。
· 石川県バス協会加盟事業者、貸切バス安全性評価認定事業者の利用をお勧めします。


3 　事業を実施する日の属する月の前月20日までに、金沢市いきいき福祉バス借上費補助金認定申請書を金沢市福祉政策課あて提出

（提出書類）
・金沢市いきいき福祉バス借上費補助金認定申請書（様式第２号）
・前年度の活動報告か今年度の活動予定（補助対象者の(8)に該当する団体について毎年初回利用時のみ）
・構成員（役員）名簿（同上）

④　申請内容の審査を行い、認められれば、市から金沢市いきいき福祉バス借上費補助金認定通知書を送付

⑤　認定申請書に記載した内容の補助事業を実施
※補助事業を実施しなかった場合は、補助事業廃止届出書を福祉政策課あて提出

⑥　事業実施後15日以内に、補助金交付申請書を金沢市福祉政策課あてに提出

（提出書類）
　・補助金交付申請書（様式第３号）
　・補助事業の経費の配分（別紙１）
　・補助事業の効果（別紙２）
　・収支決算書（別紙３）
　・補助事業の結果報告書（別紙４）
　・いきいき福祉バス借上料領収書（写し）
※宛名がいきいき福祉バス制度の申請団体名と一致しているもの
　・バス事業者の請求書 ※合計額が領収書の金額と一致しているもの
・事業報告写真（適当数）※参加人数、場所が確認できるもの
　※人数が確認できない場合は補助が受けられない場合がありますのでご注意ください。
・請求書　
※金沢市指定のもの
※いきいき福祉バス制度の申請団体代表者名と口座名義とが異なる場合は
委任状（または申立書）をご提出ください。

⑦ 申請内容の審査を行い、認められれば、市から補助金の交付決定及び額の確定通知書を送付

⑧　指定口座に補助金を入金

※　提出書類は、福祉政策課窓口でのお渡し、又は金沢市ホームページからのダウンロードが可能です。


【お問い合わせ先】　　　　　　　　
金沢市福祉健康局福祉政策課
地域福祉係　長谷部
電話：２２０－２２７８
FAX：２６０－７１９２
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